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東邦大学大学院規程 

 

（前文） 

 この規程は、東邦大学学則（以下「本学学則」という。）第６条に基づき、東邦大学大学院

に関し必要な事項を定める。本規程の定めるもののほか、本学大学院に関し必要な事項は、

本学学則を準用するものとする。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 東邦大学大学院（以下「本大学院」という。）は、建学の精神「自然・生命・人間」

に基づき、医学、薬学、理学及び看護学に関する学術の理論及び応用を教授研究し、その

深奥を究め、もって文化の進展と人類の福祉に寄与することを目的とする。 

２ 本大学院の教育研究上の目的を別表第１のとおり定める。 

（自己点検及び評価等） 

第２条 本大学院における自己点検及び評価等については、本学学則第２条及び第３条を準

用する。 

 

第２章 研究科、専攻、課程、入学定員、収容定員、修業年限、在学期間、学年、学期及び休

業日 

（研究科、専攻及び課程） 

第３条 本大学院に次の研究科を設け、専攻及び課程を置く。 

医 学 研 究 科  医科学専攻 修士課程 

  医学専攻 博士課程 

薬 学 研 究 科  薬科学専攻 修士課程 

  医療薬学専攻 博士課程 

理 学 研 究 科  化学専攻 博士課程 

  生物学専攻 博士課程 

  物理学専攻 博士課程 

  生物分子科学専攻 博士課程 

  情報科学専攻 博士課程 

  環境科学専攻 博士課程 

看 護 学 研 究 科  看護学専攻 博士課程 

２ 理学研究科及び看護学研究科の博士課程は、前期の課程（以下「博士前期課程」とい

う。）及び後期の課程（以下「博士後期課程」という。）に区分する。 

第４条 削除 

（入学定員、収容定員） 

第５条 各研究科の入学定員及び収容定員は、別表第２のとおりとする。 

（修業年限） 

第６条 医学研究科及び薬学研究科の修士課程の標準修業年限は２年とし、博士課程の標準
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修業年限は４年とする。 

２ 理学研究科及び看護学研究科の博士課程の標準修業年限は５年とし、前期２年及び後期

３年に区分する。 

（在学期間） 

第７条 医学研究科及び薬学研究科の修士課程にあっては４年、博士課程にあっては８年ま

で在学することができる。 

２ 理学研究科及び看護学研究科の博士前期課程にあっては４年、博士後期課程にあっては

６年まで在学することができる。 

３ 看護学研究科にあっては、前項の規定にかかわらず、博士前期課程において、標準修業

年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了すること（以下「長期履

修」という。）を希望する場合は、その計画的履修を認めることができる。長期履修学生

に関して必要な事項は、別に定める。 

４ 転専攻、再入学及び転入学した者については別に定める。 

（学年、学期及び休業日） 

第８条 本大学院における学年、学期及び休業日については、東邦大学学則第15条から第17

条を準用する。 

 

第３章 教育課程、教育方法等 

（教育課程の編成方針） 

第９条 各研究科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに研究

指導の計画を策定し、体系的に教育課程を編成するものとする。 

２ 各研究科の教育課程の編成に当たっては、専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力

を修得させるとともに、関連分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとす

る。 

（教育方法） 

第 10 条 各研究科の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下

「研究指導」という。）によって行う。 

２ 各研究科において教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時

間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができ

る。 

（授業及び研究指導計画の明示） 

第11条 学生に対して、授業科目の講義方法及び内容の計画をあらかじめ明示するものとす

る。 

２ 学生に対して、研究指導の方法及び内容の計画をあらかじめ明示するものとする。 

（他の大学院等の授業科目の履修） 

第 12 条 各研究科において有益と認めるときは、学生に他の大学院又は外国の大学院の授

業科目を履修させ、15単位を限度として、課程を修了するに必要な単位数に充当するこ

とができる。 

２ 各研究科において有益と認めるときは、他の研究科の授業科目を履修させ、課程を修了

するに必要な単位数に充当することができる。 
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３ 各研究科において有益と認めるときは、大学院設置基準に定める特別の課程による学修を、

本学における授業科目の履修とみなし、15単位を限度として、課程を修了することに必要な

単位数に充当することができる。 

（他の大学院等における研究指導） 

第 13 条 各研究科において有益と認めるときは、学生に本大学院の他の研究科又は他の大

学院、若しくは外国の大学院等において必要な研究指導を受けさせることができる。ただ

し、医学研究科及び薬学研究科の修士課程並びに理学研究科及び看護学研究科の博士前期

課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、１年を超えないもの

とし、医学研究科博士課程の学生については標準修業年限から２年を減じた期間とする。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第 14 条 各研究科は、各研究科において有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する

前に大学院（外国の大学院を含む。）で修得した単位（科目等履修生として修得した単位

を含む。）を、各研究科における授業科目の履修により修得したものとして認定すること

ができる。 

２ 前項の規定により認定する単位については、再入学、転入学の場合を除き、15単位を

超えないものとする。 

３ 各研究科において有益と認めるときは、学生が本大学院に入学する前に修得した大学院

設置基準に定める特別の課程による単位を、本学における授業科目の履修とみなし、15単

位を限度として、課程を修了することに必要な単位数に充当することができる。 

４ 第 12 条及び前二項の規定により認定することができる単位数は、合わせて 20単位を超

えないものとする。 

（授業科目、単位数及び履修方法） 

第 15 条 各研究科の授業科目、単位数及び履修方法等は、別表第３に掲げるとおりとす

る。 

（指導教員） 

第 16 条 学生の履修及び研究等を指導するために、原則として各学生に指導教員 1 名と副

指導教員若干名を定めるものとする。 

２ 指導教員は、各研究科担当の専任教員の中から定めるものとする。ただし、医学研究科

にあっては教員（連携）の中から、理学研究科にあっては、産学連携講座教員の中からも

定めることができる。 

３ 副指導教員は、各研究科担当の専任教員、兼担教員、研究科客員教員、教員（連携）及

び産学連携講座教員の中から定めるものとする。 

（授業科目の選択） 

第 17 条 学生は指導教員の指導により、履修しようとする授業科目を毎学年または毎学期

の始めに各研究科長に届け出るものとする。 

（教育内容の改善のための組織的な研究等） 

第 18 条 各研究科は、必要に応じ、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための

組織的な研修及び研究を実施するものとする。 

 

第４章 課程修了の認定 
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（成績評価基準の明示） 

第 19 条 各研究科は、学修の成果及び学位論文に係る評価及び修了の認定にあたっては、

客観性及び厳格性を確保し、その基準は別に定め、学生に対してあらかじめ明示するとと

もに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 

（単位認定） 

第 20 条 各研究科の履修科目の単位認定は、筆記又は口頭の試験、若しくは研究報告等に

よるものとする。 

（成績評価） 

第 21 条 各研究科の成績評価は、秀、優、良、可及び不可の評語に分け、秀、優、良、可

を合格とし、不可を不合格とする。ただし、合否等により判定する場合は、合格及び不合

格の評語を用いることができる。 

（課程修了の要件、在学期間の短縮） 

第 22 条 各研究科の課程修了の要件は、次のとおりとする。 

 医学研究科 

修士課程 

医学研究科修士課程に２年以上在学して、30 単位以上を修得し、かつ必要な研究指

導を受けたうえ、学位論文の審査並びに最終試験に合格することとする。ただし、在

学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については１年以上在学すれば足りる

ものとする。 

  博士課程 

医学研究科博士課程に４年以上在学して、30 単位以上を修得し、かつ必要な研究指

導を受けたうえ、学位論文の審査並びに最終試験に合格することとする。ただし、在

学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、３年以上在学すれば足り

るものとする。 

薬学研究科 

修士課程 

薬学研究科修士課程に２年以上在学して、30 単位以上を修得し、かつ必要な研究指

導を受けたうえ、学位論文の審査並びに最終試験に合格することとする。ただし、在

学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については１年以上在学すれば足りる

ものとする。 

  博士課程 

薬学研究科博士課程に４年以上在学して、30 単位以上を修得し、かつ必要な研究指

導を受けたうえ、学位論文の審査並びに最終試験に合格することとする。ただし、在

学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については３年以上在学すれば足りる

ものとする。 

 理学研究科 

博士前期課程 

理学研究科に２年以上在学して、各専攻で別に定める修了に必要な単位数を修得

し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、学位論文の審査並びに最終試験に合格するこ

ととする。ただし、優れた業績を上げた者についての在学期間に関しては、１年以上
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の在学に短縮することができる。各専攻の演習及び特別研究の１年度分の単位数であ

る 10 単位を上限として、優れた業績を以て、修了に必要な単位数を充足させるもの

とする。 

博士後期課程 

⑴ 理学研究科の後期課程に３年以上在学して、各専攻で別に定める修了に必要な単

位数 30 単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けたうえ、学位論文並びに最終試験

に合格することとする。ただし、優れた業績を上げた者についての在学期間に関して

は、前・後期併せて３年（前期課程に２年以上在学し、当該課程を修了した者にあっ

ては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば足りるものとす

る。又、優れた業績を以て、修了に必要な単位数を充足させるものとする。 

⑵ ⑴の規定にかかわらず、本規程第 36条博士後期課程⑵の入学資格により後期課

程に入学した場合の修了の要件は、本研究科の後期課程に３年以上在学して、各専攻

で別に定める修了に必要な単位数 30 単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けたう

え、学位論文並びに最終試験に合格することとする。ただし、優れた業績を上げた者

についての在学期間に関しては、当該課程に１年以上在学すれば足りるものとする。

又、優れた業績を以て、修了に必要な単位数を充足させるものとする。 

看護学研究科 

博士前期課程 

看護学研究科に２年以上在学して、30 単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受

けたうえ、学位論文の審査並びに最終試験に合格することとする。ただし、在学期間

に関しては、優れた研究業績を上げた者については１年以上在学すれば足りるものと

する。又、看護学研究科において適当と認めるときは、特定の課題についての研究の

成果の審査をもって学位論文の審査に代えることができる。なお、特定の課題につい

ての研究成果の審査に関する必要な事項は、別に定める。 

博士後期課程 

看護学研究科に３年以上在籍して、16 単位以上を修得し、かつ必要な研究指導を受

けたうえ、学位論文の審査並びに最終試験に合格することとする。ただし、在学期間

に関しては、優れた研究業績を上げた者については、２年以上在学すれば足りるもの

とする。 

第 22 条の２ 各研究科は、第 14条第３項の規定により、学生が本大学院に入学する前に修

得した単位（学校教育法第 102 条第１項の規定により入学資格を有した後、修得したもの

に限る。）を本大学院の研究科において修得したものとみなす場合であって、当該単位の

修得により当該研究科の修士課程又は博士課程（前期及び後期の課程に区分する博士課程

における後期の課程を除く。）の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位

数、その修得に要した期間その他を勘案して１年を超えない範囲で当該研究科が定める期

間在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、修士課程について

は、当該課程に少なくとも１年以上在学するものとする。 

（最終試験） 

第 23 条 各研究科における最終試験は、所定の単位を修得し、かつ修士又は博士の学位論

文を提出した者に対し、学位論文についての研究の成果を中心に、関連する授業科目につ
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いて口頭又は筆記により行う。 

２ 看護学研究科博士前期課程においては、本規程第 22 条により特定の課題を提出した

者に対し、それについての研究の成果を中心に、関連する授業科目について口頭又は筆記

により最終試験を行う。 

（論文審査等） 

第 24 条 学位論文の審査及び最終試験の判定については、各研究科の定めに基づいて行

う。 

 

第５章 学位の授与 

（学位授与） 

第25条 本大学院の修士課程及び博士前期課程又は博士課程を修了した者には、各研究科学

位規程の定めるところにより、その課程に応じ、それぞれ修士又は博士の学位を授与す

る。  

２ 前項に定めるもののほか、学位論文を提出してその審査及び試験に合格し、かつ、専攻

の学術に関し、各博士課程を修了した者と同等以上の学力があると認められた者に博士の

学位を授与することができる。 

３ 前項の実施に必要な事項は、別に定める各研究科学位規程による。  

（学位の名称） 

第 26 条 本大学院において授与する修士の学位は次のとおりである。 

 医学研究科医科学専攻     修士（医科学） 

薬学研究科薬科学専攻     修士（薬科学） 

理学研究科化学専攻      修士（理学） 

理学研究科生物学専攻      修士（理学） 

理学研究科物理学専攻     修士（理学） 

理学研究科生物分子科学専攻  修士（理学） 

理学研究科情報科学専攻    修士（理学） 

理学研究科環境科学専攻    修士（理学） 

看護学研究科看護学専攻    修士（看護学） 

２ 本大学院において授与する博士の学位は次のとおりである。 

 医学研究科医学専攻      博士（医学） 

薬学研究科医療薬学専攻    博士（薬学） 

理学研究科化学専攻      博士（理学） 

理学研究科生物学専攻     博士（理学） 

理学研究科物理学専攻     博士（理学） 

理学研究科生物分子科学専攻  博士（理学） 

理学研究科情報科学専攻    博士（理学） 

理学研究科環境科学専攻    博士（理学） 

看護学研究科看護学専攻    博士（看護学） 

３ 学位授与に関する規程は、別に定める。 
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第６章 ダブル・ディグリー・プログラム 

（ダブル・ディグリー・プログラム） 

第 27 条 教育上有益と認められるときは、外国の大学院との協定に基づく学生の相互留学

と単位互換により双方が学位を授与するダブル・ディグリー・プログラムを行うことがで

きる。 

２ ダブル・ディグリー・プログラム実施に関する取り扱いについては、別に定める。 

 

第７章 教員養成課程 

（目的） 

第 28 条 本大学院に教員養成課程を置くことができる。 

〔人材の養成に関する目的・教育研究上の目的〕 

大学院における自然科学の教育研究を通して、高度な知識に裏づけられた問題発見・解決能

力を身につけた教員の養成を使命とし、教育及び社会の発展に寄与できる人材を輩出するこ

とを目的とする。各専攻において習得した自然科学に関する高度な知識及び考え方、問題解

決能力を基礎として、それら 

を踏まえて教育職の中核を担える人材を組織的に養成する。 

（授業科目及び単位） 

第 29 条 教員免許状を取得しようとする者のための授業科目及び授業科目単位表は、別表

第３より定める。 

２ 科目区分は、「大学が独自に設定する科目」とし、前項のとおりそれぞれの授業科目を

履修させるものとする。 

３ 教員免許状を得ようとする者は、教育職員免許法並びに同施行規則に定める単位を履修

しなければならない。 

（教員免許状の種類） 

第 30 条 所定の単位を修得した者は、次の教員免許状を取得することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 教員組織及び運営組織 

（研究科長） 

第 31 条 各研究科に研究科長を置き、各学部長をこれにあてる。 

２ 研究科長は学長指示のもとに研究科の校務をつかさどり、所属職員を統率し教育及び研

究の責に任ずる。 

研究科 専攻 免許状の種類 免許教科 

 

 

 

理学研究科 

化 学 専 攻 

生 物 学 専 攻 

物 理 学 専 攻 

生物分子科学専攻 

環 境 科 学 専 攻 

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 

高等学校教諭専修免許状 

理 科 

理 科 

情 報 科 学 専 攻 

中 学 校 教 諭 専 修 免 許 状 

高等学校教諭専修免許状 

高等学校教諭専修免許状 

数 学 

数 学 

情 報 
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３ 研究科長は本規程第 32 条第６項及び第７項において規定する事項について、研究科委

員会の意見を参酌し、研究科としての決定を学長へ報告する。 

４ 研究科長は研究科委員会の審議を経た後、学長が決定した事項について、執行する。 

５ 研究科長は研究科段階に留まる事項について、研究科委員会の意見を参酌し、慎重に決

定したうえで執行することができる。 

（研究科委員会） 

第 32 条 各研究科に研究科委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は各研究科担当の専任の教授をもって構成する。ただし、必要があるときは准教

授及び講師を出席させることができる。 

３ 委員会に委員長を置き、研究科長をこれにあてる。 

４ 委員長は委員会を招集し、その議長となる。 

５ 学長は委員会に出席できる。ただし、議決権は有さない。 

６ 委員会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うにあたり、これについて審議し、

意見を述べるものとする。 

⑴ 大学院学生の入学及び課程の修了 

⑵ 学位の授与 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、委員会の意見を聴くこ

とが必要なものとして学長が別に定める事項 

７ 委員会は、前項に規定するもののほか、学長、研究科長の求めに応じ、教育研究に関す

る事項について審議し、意見を述べることができる。 

８ 委員会は、第６項及び第７項に規定する事項のほか、教育研究に関する事項について審

議し、学長及び研究科長へ意見を述べることができる。 

９ 委員会について必要な事項は、別に定める。 

（教員組織） 

第 33 条 各研究科の教員には、各研究科担当の教授、准教授、講師をあてる。 

２ 前項の教員は、各委員会の審議を経て、学長が定める。 

３ 各研究科の教員の資格その他必要な事項は、別に定める。 

（連携大学院） 

第 34 条 大学院教育の高度化及び多様化を図るため、高度な研究水準を有する学外の研究

機関等と連携して大学院教育を行う連携大学院を置くことができる。 

２ 前項の連携大学院に関する制度については別に定める。 

 

第９章 入学、休学、復学、退学、転専攻、再入学及び転入学 

（入学の時期） 

第 35 条 入学の時期は、本学学則第 15 条のほか、学年の途中においても、学期の区分に従

い、入学させることができる。 

（入学資格） 

第 36 条 各研究科の課程に入学することができる者は、次のとおりとする。 

修士課程・博士前期課程 

⑴大学を卒業した者 
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⑵文部科学大臣が指定した者 

⑶学校教育法第 104 条第７項の規定により学士の学位を授与された者 

⑷学校教育法施行規則第 155 条第１項第５号の規定により専修学校の専門課程を修了

した者 

⑸外国において16年の学校教育の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大

臣の指定の者 

⑹個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められ

た者で、22 歳に達した者 

博士課程・博士後期課程 

医学研究科 

⑴大学の６年制の学部を卒業した者 

⑵修士の学位を有する者 

⑶外国において、学校教育における18年の課程（最終の課程は医学・歯学・薬学又は

獣医学）を修了した者、又はそれに相当する課程を経た者 

⑷個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学

力があると認められた者で、24 歳に達した者 

ただし、臨床系大学院を希望する者で、医師の資格を有する者については、２年間

の臨床研修を修了した者に限る 

薬学研究科 

⑴大学の６年制の学部を卒業した者 

⑵修士の学位を有する者 

⑶個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学

力があると認められた者で、24 歳に達した者 

 理学研究科 

⑴修士の学位を有する者 

⑵個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学

力があると認められた者で、24 歳に達した者 

 看護学研究科 

⑴修士課程を修了した者（又は修士の学位を有する者） 

⑵個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学

力があると認められた者で、24 歳に達した者 

（入学志願手続き） 

第 37 条 本大学院に入学しようとする者は、所定の書類に入学検定料を添えて、所定の期

日までに願い出なければならない。 

２ 前項の書類、期日及び入学検定料は別に定める。 

（入学者選考） 

第 38 条 入学者の選考は、学力、人物及びその他について行う。 

２ 社会人及び外国人を対象とした選考を行うことができる。 

（入学手続き） 

第 39 条 入学手続きについては、本学学則第 22 条を準用する。 
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（保証人） 

第 39 条の２ 保証人については、本学学則第 23 条を準用する。 

（博士後期課程への進学） 

第 40 条 理学研究科及び看護学研究科の博士前期課程を修了して、引き続き博士後期課程

に進学を希望する者については、選考のうえ学長は進学を許可する。 

（休学） 

第 41 条 休学については、本学学則第 28 条を準用する。 

（休学期間） 

第 41 条の２ 引き続き休学できる期間は１年を限度とする。ただし、やむを得ない事由が

あるときは、この期間を超えて休学すること、又は休学させることができる。 

２ 休学の期間は、通算して、医学研究科及び薬学研究科の修士課程、理学研究科及び看護

学研究科の博士前期課程においては２年、医学研究科及び薬学研究科の博士課程において

は４年、理学研究科及び看護学研究科の博士後期課程においては３年を、それぞれ超える

ことができない。 

３ 休学の期間は、在学年数に算入しない。 

（復学） 

第 42 条 休学の事由が消滅し、復学しようとする場合には、本学学則第 30 条を準用する。 

（退学） 

第 43 条 退学については、本学学則第 31 条から第 33 条を準用する。 

（転専攻） 

第 44 条 理学研究科において、学生が転専攻を願い出たとき、学長は定員に余裕がある場

合に限り、選考の上、転専攻を許可することがある。転専攻について必要な事項は、別に

定める。 

（再入学及び転入学） 

第 45 条 退学した者が再入学を願い出たとき、又は他の大学院に在学する者が本大学院に

転入学を願い出たときは、学長は定員に余裕がある場合に限り、選考のうえ入学を許可す

ることがある。それぞれに必要な事項は別に定める。 

 

第 10 章 学費等 

（学費等） 

第 46 条 本大学院の入学金、授業料及びその他の学費（以下「授業料等の学費」とい

う。）の金額、徴収方法等については、別表第４に定める。 

２ 授業料等の学費は、止むを得ない事由のあるときは、期限を定めて延納等を認めること

がある。 

３ 一旦納入した授業料等の学費は、原則として返還しない。 

４ 授業料その他の納付金を納入しない者は学則第32条第１項第３号に準じ、退学の措置をと

るものとする。 

５ 休学期間中の授業料については別に定める。 

６ 前項の規定にかかわらず、第７条第３項に規定する長期履修学生に関しては、別に定め

るところによる。 
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７ 授業料等の学費の納入期日は別にこれを定める。 

（学費等の金額の変更） 

第 47 条 授業料等の学費は、経済その他の事情の変化により、金額を変更することがある。 

 

第 11 章 科目等履修生、聴講生及び特別研究学生 

（科目等履修生） 

第 48 条 本大学院の各研究科の授業科目を履修し、単位を取得しようとするときは、学長

は各委員会の審議を経て、科目等履修生として入学を許可することがある。 

２ 科目等履修生に関する細則は、別に定める。 

（聴講生） 

第 49 条 本大学院の各研究科の授業科目を聴講しようとするときは、学長は各委員会の審

議を経て、聴講生として入学を許可することがある。 

２ 聴講生に関する細則は、別に定める。 

（特別研究学生） 

第 50 条 他の大学院に在学する者が、本大学院の各研究科において研究指導を受けようと

するときは、当該大学院との協議に基づき、学長は各委員会の議を経て、特別研究学生と

して受け入れを許可することがある。ただし、修士課程及び博士前期課程の学生について

許可する場合には、当該研究指導を受ける期間は、１年を超えないものとする。 

２ 特別研究学生に関して必要な事項は、別に定める。 

 

第 12 章 賞罰 

（表彰） 

第 51 条 人物及び学業成績の優れた者については、学長は各委員会の審議を経て、表彰す

ることがある。 

（懲戒） 

第 52 条 本大学院学生の懲戒については、本学学則第 63条を準用する。 

 

附則 

１ この規程は、平成 31 年４月 1 日から施行する。 

 

附則 

１ この規程は、一部改正（看護学研究科カリキュラム改正に係る改正）のうえ、令和２年

４月 1 日から施行する。 

２ この規程は、一部改正（課程修了の要件並びに最終試験に係る改正）のうえ、令和２年

４月 1 日から施行する。 

但し、令和元年度以前の入学者の取扱いについては、なお従前の例による。 

 

附則 

１ この規程は、一部改正（他の大学院の単位互換及び入学前の既修得単位の認定の柔軟化、

入学前の既修得単位等を勘案した在学期間の短縮に係る改正）のうえ、令和３年４月１日
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から施行する。 

２ この規程は、一部改正（成績評価に係る改正）のうえ、令和３年４月１日から施行する。 

 但し、令和２年度以前の入学者の取扱いについては、なお従前の例による。 

３ この規程は、一部改正（薬学研究科カリキュラム改正に係る改正）のうえ、令和３年４月

1 日から施行する。 

 

附則 

１ この規程は、一部改正（医学研究科博士課程の授業料等の学費の改正に係る改正）のう

え、令和４年４月１日から施行する。 

２ この規程は、一部改正（看護学研究科の授業科目及び単位表に係る改正）のうえ、令和

４年４月１日から施行する。 

３ この規程は、一部改正（形式的な改正ならびに理学学研究科の授業科目及び単位表の削

除、授業料等の学費一覧に係る改正）のうえ、令和４年４月１日から施行する。 

 

附則 

１ この規程は、一部改正（看護学研究科カリキュラムに係る改正）のうえ、令和５年４月

１日から施行する。 

２ この規程は、一部改正（特別の課程による単位、入学者選考に係る改正）のうえ、令和５

年４月１日から施行する。 

３ この規程は、一部改正（連携大学院講座設置に伴う別表第３の改正）のうえ、令和５年

４月１日から施行する。 

４ この規程は、一部改正（形式的な改正ならびに理学研究科の授業科目及び単位表に係る

改正）のうえ、令和５年４月１日から施行する。 

 

附則 

１ この規程は、一部改正（医学研究科医学専攻博士課程の専攻科目の制定に係る改正）の

うえ、令和６年４月１日から施行する。 

 

附則 

１ この規程は、一部改正（目的・教育研究上の目的に係る改正、各研究科の教員の資格そ

の他必要な事項に係る改正、理学研究科カリキュラムに係る改正）のうえ、令和７年４月

１日から施行する。 

 

附則 

１ この規程は、一部改正（薬学研究科カリキュラムに係る改正）のうえ、令和８年４月１

日から施行する。 
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別表第１ 

 

教育研究上の目的： 

 本大学院の目的に基づき、精深な学識と高度な専門知識・技能と学術の理論及び応用の教

授研究により、広い視野に立ち社会に貢献する人材を育成すること、学術の深奥を究める創

造的研究を行い、学術文化の進展に寄与すること、高度な教育研究成果の提供を通して社会

ならびに地域の発展と福祉の向上に貢献することを趣旨として教育研究を行うこととし、研

究科課程毎には以下のとおり定める。 

 

 

１．医学研究科 

医科学専攻 

修士課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、医科学分野における幅広い知

識、国際的な研究を推進するための高度な技能、医療人に求められる高い倫

理観を醸成することにより、先進的な手法を駆使して、生命科学、臨床医学、

及び社会医学に関する研究を推進し、国際感覚をもった医療人として社会を

牽引する人材を養成する。 

医学専攻 

博士課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、医学分野における高度な専門知

識、最先端の研究を行うための高度な技能、科学の発展につながる挑戦的な

研究に求められる高い倫理感を醸成することにより、最先端の手法を駆使し

て独創的な研究活動を展開できる医学研究者及び高度かつ専門的な医療知

識・技術に基づく臨床研究を国際的視野に立って展開できる指導的医療人と

なれる人材を養成する。 

 

 

２．薬学研究科 

薬科学専攻 

修士課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、薬科学分野における優れた研究

能力及び高度な専門性が求められる職業に必要な卓越した能力を醸成する

ことにより、最先端の手法を駆使して医薬品の創製、作用機序と生体応答機

序の解明等に関する基礎研究に携わることができる人材を養成する。 

医療薬学専攻 

博士課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、薬剤師または研究者として自立

して医療活動、研究活動を行うに必要な高度な専門性ならびに優れた能力を

醸成することにより、薬の科学に関する種々の最先端の手法を駆使して、医

薬品の創製、作用機序と生体応答機序の解明等に関する基礎研究、臨床研究

を推進するとともに、新薬の研究開発及び医薬品の臨床研究等に携わる人材

を養成する。 
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３．理学研究科 

化学専攻 

博士前期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、自然と生命の科学を探求する過

程を通して、新規化合物のデザイン・合成、物性の測定・評価、及び化学物

質の分析・定量等ができる能力を醸成することにより、専門知識に基づいた

問題解決能力を持ち、科学技術を支える人材を養成する。 

化学専攻 

博士後期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、自然と生命の科学を探求する過

程を通して、化学分野における先端的研究を自律的に立案し遂行する能力、

そして高度な専門知識に基づいた問題解決能力を醸成することにより、研

究・教育機関の中核を担う人材を養成する。 

生物学専攻 

博士前期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、生物学分野における多様で高度

な研究を通じて、深い学識と優れた研究能力を身につけ、創造力、論理的思

考力、課題発見・解決能力、データ解析能力を醸成することにより、技術職、

行政・教育職、検査職など多様な社会実務の中核を担う人材を養成する。 

生物学専攻 

博士後期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、生物の多様性や生命の諸現象の

しくみを解明する研究者として自立し、研究活動を行うに必要な豊かな学識

を身につけ、高度な専門性に基づく優れた研究を遂行し、成果を発信する能

力を醸成することにより、生命科学分野の研究、教育の中核を担う人材を養

成する。 

物理学専攻 

博士前期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、物理学の先端的学際的研究を推

進する中で、物理学における高度な専門知識・問題発見・解決能力を涵養す

ることにより、高度職業人としての社会的実務の中核を担う人材を養成す

る。 

物理学専攻 

博士後期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、物理学の先端的学際的研究を推

進する中で、卓越した問題設定・解決能力、及び実践的な指導能力と、創造

性豊かな研究を自立して遂行する能力を涵養することにより、多様な研究・

教育機関で中核を担う人材を養成する。 

生物分子科学専攻 

博士前期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、生命現象を化学的に理解するこ

とを目標とした多様で高度な研究能力を身につけ、創造力、論理的思考力、

課題発見・解決能力、データ解析能力を醸成することにより、医療、化粧品・

食品、生命科学研究などの分野で中核を担う人材を養成する。 

生物分子科学専攻 

博士後期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、生命科学とその関連分野におけ

る創造性豊かな優れた研究・開発能力を醸成することにより、多様な研究・

教育機関で中核を担う人材を養成する。 

情報科学専攻 

博士前期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、情報科学の専門分野における高

度な知識・技能とそれに基づいた問題発見能力を高め、科学的かつ倫理的な

手法で問題を解決する能力を醸成することにより、体系的な知識に基づき、

基礎研究から実用化まで、情報科学の高度な理論が要請される現代社会の幅

広い課題に対応できる人材を養成する。 
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情報科学専攻 

博士後期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、より専門性の高い情報科学の最

先端分野を探究できる高い見識と技術力や、専門分野への社会からの期待に

十分に応えられる研究・分析能力を醸成することにより、情報科学に関わる

様々な課題の解決を、高い倫理観と社会的責任を持って遂行できる人材を養

成する。 

環境科学専攻 

博士前期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、建学の精神と教育の理念のも

と、理学に関する学術の理論及び応用を研究し、その深奥を究めて、環境科

学の広範な学際的研究を推進する能力を醸成することにより、自然と社会を

包括した生命圏環境の分析、変化予測、保全、修復、管理、創成に携わる有

為の人材を養成する。 

環境科学専攻 

博士後期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、建学の精神と教育の理念のも

と、理学に関する学術の理論及び応用を研究し、その深奥を究めて、自然と

社会を包括した生命圏環境の分析、変化予測、保全、修復、管理、創成につ

いての独創的な研究を推進する能力を醸成することにより、創造性豊かな優

れた研究・開発能力を有し、多様な研究・教育機関の中核を担う人材を養成

する。 

 

 

４．看護学研究科 

看護学専攻 

博士前期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、総合的な医療・福祉を支える学

識、看護学分野における研究者としての基礎能力及び高度な看護実践能力を

醸成することにより、看護の教育・研究の向上に寄与できる研究者ならびに

高度な看護を実践するための専門的な職業人を養成する。 

看護学専攻 

博士後期課程 

人々の健康と社会の発展に貢献するため、自立して看護学を真に探究でき

る能力及び学際的かつ科学的に新しい教育・研究方法を開発できる能力を醸

成することにより、広い視野に立った豊かな学識をもとに医療・看護を人々

に提供できる看護学の教育者ならびに研究者となれる人材を養成する。 
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別表第２ 

各研究科の入学定員及び収容定員 

 

  

研 究 科 専   攻 課   程 入学定員 収容定員 

医 学 研 究 科 医科学専攻 修士課程 ５ 10 

医学専攻 博士課程 35 140 

薬 学 研 究 科 薬科学専攻 修士課程 10 20 

医療薬学専攻 博士課程 ５ 20 

理 学 研 究 科 
化学専攻 

博士前期課程 16 32 

博士後期課程 ３ ９ 

生物学専攻 
博士前期課程 15 30 

博士後期課程 ３ ９ 

物理学専攻 
博士前期課程 18 36 

博士後期課程 ３ ９ 

生物分子科学専攻 
博士前期課程 18 36 

博士後期課程 ３ ９ 

情報科学専攻 
博士前期課程 18 36 

博士後期課程 ３ ９ 

環境科学専攻 
博士前期課程 ６ 12 

博士後期課程 ２ ６ 

看 護 学 研 究 科 
看護学専攻 

博士前期課程 15 30 

博士後期課程 ５ 15 
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別表第３ 各研究科の授業科目及び単位表 

（１）医学研究科 

１）医科学専攻修士課程 

 
授業科目 

授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

科 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目 

医 科 学 研 究 序 論 講義 ２  

修了所要単位数 

 必修 18 単位 

 選択 12 単位以上 

合計30単位以上修得 

専 攻 科 目 演 習 演習 ４  

専 攻 科 目 実 習 実習 12  

人 体 構 造 機 能 学 特 論 講義  ２ 

微 細 構 造 機 能 学 特 論 講義  ２ 

シ ス テ ム 生 理 学 特 論 講義  ２ 

分 子 生 理 学 特 論 講義  ２ 

病 理 病 態 学 特 論 講義  ２ 

薬 理 学 特 論 講義  ２ 

分 子 生 体 制 御 学 特 論 講義  ２ 

感 染 症 学 特 論 講義  ２ 

免 疫 学 特 論 講義  ２ 

医 療 情 報 学 特 論 講義  ２ 

健 康 政 策 特 論 講義  ２ 

医療マネージメント特論 講義  ２ 

社 会 医 学 特 論 講義  ２ 

法 医 学 特 論 講義  ２ 

臨 床 医 学 特 論 講義  ２ 

生 化 学 特 論 講義  ２ 

臨 床 検 査 医 学 特 論 講義  ２ 

リハビリテーション医学特論 講義  ２ 

眼 科 学 特 論 講義  ２ 

放 射 線 医 学 特 論 講義  ２ 

合  計  18 40  
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 ２）医学専攻博士課程 

平成 22 年度～平成 29年度の入学生に適用 

代謝機能制御系 

細胞生理学、生化学、分子生体制御学、薬理学、循環器内科学、糖

尿病・代謝・内分泌学、消化器内科学、消化器外科学、心臓・血管

外科学、呼吸器外科学、産科・婦人科学、臨床検査医学、総合診療・

救急医学、腎臓学、臨床腫瘍学 

高次機能制御系 

人体構造機能学、微細構造機能学、統合生理学、運動生理学、臨床

生理機能学、神経内科学、脳神経外科学、整形外科学、形成外科学、

リハビリテーション医学、麻酔科学、耳鼻咽喉科学、眼科学、口腔

外科学 

生 体 応 答 系 

病理学、病院病理学、微生物・感染制御学、分子免疫学、呼吸器内

科学、血液・腫瘍内科学、膠原病内科学、東洋医学、小児科学、新

生児学、皮膚科学、泌尿器科学、放射線医学 

社会環境医療系 
法医学、衛生学、公衆衛生学、医療政策経営科学、医学情報学、医

学教育学、精神神経医学、心身医学、医療統計学 

（平成 22年度～平成 24年度の入学生） 

１ 学生は所定の期間に博士課程の学科目中 30 単位以上履修しなければならない。なお、

授業科目については別に示す。 

２ 前項に規定する単位は、必修、選択の科目につき、次のように組合せて履修しなけれ

ばならない。 

(１)必修科目は 26 単位以上とする。 

(２)選択科目は４単位以上とする。 

３ 学生は履修する学科目中、必修科目、選択科目の履修については、あらかじめ、指導教

授の指示を受けるものとする。 

（平成 25年度～平成 29年度の入学生） 

１ 学生は所定の期間に博士課程の学科目中 30 単位以上履修しなければならない。なお、

授業科目については別に示す。 

２ 前項に規定する単位は、専攻、必修の科目につき、次のように組合せて履修しなけれ

ばならない。 

 (１)専攻科目は 20 単位以上とする。 

 (２)共通必修科目は６単位以上とする。 

(３)共通選択科目は４単位以上とする。 

３ 学生は履修する学科目中、専攻科目、共通必修科目、共通選択科目の履修については、

あらかじめ、指導教授の指示を受けるものとする。 
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３）医学専攻博士課程 

平成 30 年度の入学生に適用 

代謝機能制御系 

細胞生理学、生化学、分子生体制御学、薬理学、循環器内科学、糖尿

病・代謝・内分泌学、消化器内科学、消化器外科学、心臓・血管外科

学、産科・婦人科学、臨床検査医学、総合診療・救急医学、腎臓学、

臨床腫瘍学 

高次機能制御系 

人体構造機能学、微細構造機能学、統合生理学、運動生理学、臨床生

理機能学、神経内科学、脳神経外科学、整形外科学、形成外科学、リ

ハビリテーション医学、麻酔科学、耳鼻咽喉科学、眼科学、口腔外科

学 

生 体 応 答 系 

病理学、病院病理学、微生物・感染制御学、分子免疫学、呼吸器内科

学、呼吸器外科学、血液・腫瘍内科学、膠原病内科学、東洋医学、小

児科学、新生児学、皮膚科学、泌尿器科学、放射線医学 

社会環境医療系 
法医学、衛生学、公衆衛生学、医療政策経営科学、医学情報学、医学

教育学、精神神経医学、心身医学、医療統計学 

 

（平成 30年度以降の入学生） 

１ 学生は所定の期間に博士課程の学科目中 30単位以上履修しなければならない。なお、授

業科目については別に示す。 

２ 前項に規定する単位は、専攻、必修の科目につき、次のように組合せて履修しなければ

ならない。 

（１） 専攻科目は 20単位以上とする。 

（２） 共通必修科目は６単位以上とする。 

（３） 共通選択科目は４単位以上とする。  

３ 学生は履修する学科目中、専攻科目、共通必修科目、共通選択科目の履修については、

あらかじめ、指導教授の指示を受けるものとする。 
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４）医学専攻博士課程 

平成 31 年度から令和 5年度までの入学者に適用 

系 専攻科目 

代謝機能制御系 

細胞生理学、生化学、分子生体制御学、薬理学、循環器内科学、 

糖尿病・代謝・内分泌学、消化器内科学、消化器外科学、 

心臓・血管外科学、産科・婦人科学、臨床検査医学、 

総合診療・救急医学、腎臓学、臨床腫瘍学 

高次機能制御系 

人体構造機能学、微細構造機能学、統合生理学、臨床生理機能学、 

神経内科学、脳神経外科学、整形外科学、形成外科学、 

リハビリテーション医学、麻酔科学、耳鼻咽喉科学、眼科学、 

口腔外科学 

生 体 応 答 系 

病理学、病院病理学、微生物・感染制御学、分子免疫学、呼吸器内科学、

呼吸器外科学、血液・腫瘍内科学、膠原病内科学、東洋医学、 

小児科学、新生児学、皮膚科学、泌尿器科学、放射線医学 

[連携大学院]成育肝臓消化器学 

社会環境医療系 
法医学、衛生学、公衆衛生学、医療政策経営科学、医療統計学、 

医学情報学、医学教育学、精神神経医学、心身医学 

 

（平成 31年度以降の入学生） 

１ 学生は所定の期間に博士課程の学科目中 30単位以上履修しなければならない。なお、授

業科目については別に示す。 

２ 前項に規定する単位は、専攻、必修の科目につき、次のように組合せて履修しなければ

ならない。 

（１） 専攻科目は 20単位以上とする。 

（２） 共通必修科目は６単位以上とする。 

（３） 共通選択科目は４単位以上とする。  

３ 学生は履修する学科目中、専攻科目、共通必修科目、共通選択科目の履修については、

あらかじめ、指導教授の指示を受けるものとする。 
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５）医学専攻博士課程 

令和 6 年度以降の入学生に適用 

系 専攻科目 

代謝機能制御系 

細胞生理学、生化学、分子生体制御学、薬理学、循環器内科学、 

糖尿病・代謝・内分泌学、消化器内科学、消化器外科学、 

心臓・血管外科学、産科・婦人科学、臨床検査医学、 

総合診療・救急医学、腎臓学、腫瘍治療学 

高次機能制御系 

人体構造機能学、微細構造機能学、統合生理学、臨床生理機能学、 

神経内科学、脳神経外科学、整形外科学、形成外科学、 

リハビリテーション医学、麻酔科学、耳鼻咽喉科学、眼科学、 

口腔外科学 

生 体 応 答 系 

病理学、病院病理学、微生物・感染制御学、分子免疫学、呼吸器内科学、

呼吸器外科学、血液・腫瘍内科学、膠原病内科学、東洋医学、 

小児科学、新生児学、皮膚科学、泌尿器科学、放射線医学、 

[連携大学院]成育肝臓消化器学 

社会環境医療系 

法医学、衛生学、公衆衛生学、医療政策経営科学、医療統計学、 

予防医療学、医学情報学、医学教育学、精神神経医学、心身医学、 

緩和医療学 

 

１ 学生は所定の期間に博士課程の学科目中 30単位以上履修しなければならない。なお、授

業科目については別に示す。 

２ 前項に規定する単位は、専攻、必修の科目につき、次のように組合せて履修しなければ

ならない。 

（１） 専攻科目は 20単位以上とする。 

（２） 共通必修科目は６単位以上とする。 

（３） 共通選択科目は４単位以上とする。  

３ 学生は履修する学科目中、専攻科目、共通必修科目、共通選択科目の履修については、

あらかじめ、指導教授の指示を受けるものとする。 
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（２）薬学研究科 

１）薬科学専攻修士課程 

令和３年度以降の入学生に適用 

分 類 授業科目 
必修単位 選択単位 

備 考 
講義 演習 実習 講義 演習 実習 

専 攻 基 礎

薬 科 学 研 究 序 論 １       

基 礎 薬 科 学 特 論 ２       

応 用 薬 科 学 特 論 ２       

医 薬 化 学

薬 品 物 理 化 学 特 論    １    

薬 化 学 特 論    １    

創 薬 化 学 特 論    １    

生 物 活 性 学

生 化 学 特 論    １    

生 物 物 理 学 特 論    １    

薬 理 学 特 論 Ⅰ    １    

薬 理 学 特 論 Ⅱ    １    

医 療 薬 剤 学
薬 剤 学 特 論    １    

薬 物 動 態 学 特 論    １    

生 体 分 子 科 学
生 体 分 子 分 析 学 特 論    １    

分 子 細 胞 生 物 学 特 論    １    

医 薬 資 源 学
生 薬 学 特 論    １    

微 生 物 化 学 特 論    １    

衛 生 薬 学
衛 生 化 学 特 論    １    

公 衆 衛 生 学 特 論    １    

臨 床 薬 学

薬 物 療 法 学 特 論 Ⅰ    １    

薬 物 療 法 学 特 論 Ⅱ    １    

病 院 薬 学 特 論 Ⅰ    １    

病 院 薬 学 特 論 Ⅱ    １    

臨 床 薬 学 特 論 Ⅰ    １    

臨 床 薬 学 特 論 Ⅱ    １    

薬 科 学 研 修

薬 科 学 演 習 Ⅰ  ４      

薬 科 学 演 習 Ⅱ  ４      

薬 科 学 課 題 特 別 研 究   12     

合  計 ５ ８ 12 21    

１ 選択科目の選択は、指導教授の指導によって行うものとする。 

２ 選択講義科目21単位中５単位以上を履修すること。 
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２）医療薬学専攻博士課程 

平成 28 年度～令和２年度の入学生に適用 

分 類 授業科目 
必修単位 選択単位 

備 考 
講義 演習 実習 講義 演習 実習 

専 攻 基 礎 薬 学 研 究 序 論 ２       

医 薬 品 評 価 学

医 薬 品 評 価 学 特 論 Ⅰ    ２    

医 薬 品 評 価 学 特 論 Ⅱ    ２    

医 薬 品 評 価 学 特 論 Ⅲ    ２    

薬 物 治 療 学

薬 物 治 療 学 特 論 Ⅰ    ２    

薬 物 治 療 学 特 論 Ⅱ    ２    

薬 物 治 療 学 特 論 Ⅲ    ２    

薬 物 治 療 学 特 論 Ⅳ    ２    

分 子 病 態 解 析 学

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅰ    ２    

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅱ    ２    

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅲ    ２    

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅳ    ２    

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅴ    ２    

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅵ    ２    

医 薬 品 分 子 設 計 学

医薬品分子設計学特論Ⅰ    ２    

医薬品分子設計学特論Ⅱ    ２    

医薬品分子設計学特論Ⅲ    ２    

医薬品分子設計学特論Ⅳ    ２    

医薬品分子設計学特論Ⅴ    ２    

医 療 薬 学

臨 床 薬 物 動 態 学 特 論    ２    

実 践 医 療 薬 学 特 論    ２    

臨 床 医 学 特 論    ２    

医 療 薬 学 研 修

医 療 薬 学 演 習  12      

医 療 薬 学 特 別 研 修 Ⅰ      ３  

医 療 薬 学 特 別 研 修 Ⅱ      ３  

医 療 薬 学 特 別 研 修 Ⅲ   ６     

臨 床 薬 学 特 別 研 修      ３  

合  計 ２ 12 ６ 42  ９  

１ 選択科目の選択は、指導教授の指導によって行うものとする。 

２ 選択講義科目 42 単位中４単位以上、選択実習科目９単位中６単位以上を履修すること。 

 

 

 

  



24 

 

３）医療薬学専攻博士課程 

令和３年度～令和７年度の入学生に適用 

分 類 授業科目 
必修単位 選択単位 

備 考 
講義 演習 実習 講義 演習 実習 

専 攻 基 礎 薬 学 研 究 序 論 ２       

医 薬 品 評 価 学

医 薬 品 評 価 学 特 論 Ⅰ    ２    

医 薬 品 評 価 学 特 論 Ⅱ    ２    

医 薬 品 評 価 学 特 論 Ⅲ    ２    

薬 物 治 療 学

薬 物 治 療 学 特 論 Ⅰ    ２    

薬 物 治 療 学 特 論 Ⅱ    ２    

薬 物 治 療 学 特 論 Ⅲ    ２    

薬 物 治 療 学 特 論 Ⅳ    ２    

薬 物 治 療 学 特 論 Ⅴ    ２    

分 子 病 態 解 析 学

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅰ    ２    

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅱ    ２    

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅲ    ２    

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅳ    ２    

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅴ    ２    

医 薬 品 分 子 設 計 学

医薬品分子設計学特論Ⅰ    ２    

医薬品分子設計学特論Ⅱ    ２    

医薬品分子設計学特論Ⅲ    ２    

医薬品分子設計学特論Ⅳ    ２    

医薬品分子設計学特論Ⅴ    ２    

医薬品分子設計学特論Ⅵ    ２    

医 療 薬 学
臨 床 薬 物 動 態 学 特 論    ２    

実 践 医 療 薬 学 特 論    ２    

医 療 薬 学 研 修

医 療 薬 学 演 習  12      

医 療 薬 学 特 別 研 修 Ⅰ      ３  

医 療 薬 学 特 別 研 修 Ⅱ      ３  

医 療 薬 学 特 別 研 修 Ⅲ   ６     

臨 床 薬 学 特 別 研 修      ３  

合  計 ２ 12 ６ 42  ９  

１ 選択科目の選択は、指導教授の指導によって行うものとする。 

２ 選択講義科目 42 単位中４単位以上、選択実習科目９単位中６単位以上を履修すること。 
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４）医療薬学専攻博士課程  

令和８年度以降の入学生に適用 

分 類 授業科目 
必修単位 選択単位 

備 考 
講義 演習 実習 講義 演習 実習 

専 攻 基 礎 薬 学 研 究 序 論 ２       

医 薬 品 評 価 学

医 薬 品 評 価 学 特 論 Ⅰ    １    

医 薬 品 評 価 学 特 論 Ⅱ    １    

医 薬 品 評 価 学 特 論 Ⅲ    １    

医 薬 品 評 価 学 特 論 Ⅳ    １    

薬 物 治 療 学

薬 物 治 療 学 特 論 Ⅰ    １    

薬 物 治 療 学 特 論 Ⅱ    １    

薬 物 治 療 学 特 論 Ⅲ    １    

薬 物 治 療 学 特 論 Ⅳ    １    

分 子 病 態 解 析 学

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅰ    １    

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅱ    １    

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅲ    １    

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅳ    １    

分 子 病 態 解 析 学 特 論 Ⅴ    １    

医 薬 品 分 子 設 計 学

医薬品分子設計学特論Ⅰ    １    

医薬品分子設計学特論Ⅱ    １    

医薬品分子設計学特論Ⅲ    １    

医薬品分子設計学特論Ⅳ    １    

医薬品分子設計学特論Ⅴ    １    

医薬品分子設計学特論Ⅵ    １    

医 療 薬 学
臨 床 薬 物 動 態 学 特 論    １    

実 践 医 療 薬 学 特 論    １    

医 療 薬 学 研 修

医 療 薬 学 演 習  12      

医 療 薬 学 特 別 研 修 Ⅰ      ３  

医 療 薬 学 特 別 研 修 Ⅱ      ３  

医 療 薬 学 特 別 研 修 Ⅲ   ６     

臨 床 薬 学 特 別 研 修      ３  

合  計 ２ 12 ６ 21  ９  

１ 選択科目の選択は、指導教授の指導によって行うものとする。 

２ 選択講義科目 21 単位中４単位以上、選択実習科目９単位中６単位以上を履修すること。 
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（３）理学研究科 

１）化学専攻博士前期課程 

部 門 授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 

研究科共通科目 

生 命 ・ 科 学 倫 理  ２  

科 学 技 術 と 社 会  ２  

企 業 講 座  ２  

科 学 英 語 特 論 Ⅰ  １  

科 学 英 語 特 論 Ⅱ  １  

企 業 研 修  １  

専 攻 共 通 科 目 

化 学 演 習 Ⅰ １   

化 学 演 習 Ⅱ １   

化 学 演 習 Ⅲ １   

化 学 演 習 Ⅳ １   

化 学 特 別 研 究 Ⅰ ４   

化 学 特 別 研 究 Ⅱ ４   

化 学 特 別 研 究 Ⅲ ４   

化 学 特 別 研 究 Ⅳ ４   

専 攻 基 礎 科 目 

基 礎 化 学 Ⅰ  ２  

基 礎 化 学 Ⅱ  ２  

基 礎 化 学 Ⅲ  ２  

基 礎 化 学 Ⅳ  ２  

専 攻 専 門 科 目 

無 機 ・ 分 析 化 学 Ⅰ  ２  

無 機 ・ 分 析 化 学 Ⅱ  ２  

無 機 ・ 分 析 化 学 Ⅲ  ２  

物 理 化 学 Ⅰ  ２  

物 理 化 学 Ⅱ  ２  

有 機 化 学 Ⅰ  ２  

有 機 化 学 Ⅱ  ２  

化 学 特 別 講 義 Ⅰ  ２  

化 学 特 別 講 義 Ⅱ  ２  

資 格 専 門 科 目 
学校カウンセリング特別講義  ２  

中 等 教 育 実 習  １  

合  計 20 38  
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２）化学専攻博士後期課程 

部 門 授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 

専 攻 共 通 科 目 

化 学 演 習 Ⅴ １   

化 学 演 習 Ⅵ １   

化 学 演 習 Ⅶ １   

化 学 演 習 Ⅷ １   

化 学 演 習 Ⅸ １   

化 学 演 習 Ⅹ １   

化 学 特 別 研 究 Ⅴ ４   

化 学 特 別 研 究 Ⅵ ４   

化 学 特 別 研 究 Ⅶ ４   

化 学 特 別 研 究 Ⅷ ４   

化 学 特 別 研 究 Ⅸ ４   

化 学 特 別 研 究 Ⅹ ４   

合  計 30   
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３）生物学専攻博士前期課程 

部 門 授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 

研究科共通科目 

生 命 ・ 科 学 倫 理  ２  

科 学 技 術 と 社 会  ２  

企 業 講 座  ２  

科 学 英 語 特 論 Ⅰ  １  

科 学 英 語 特 論 Ⅱ  １  

企 業 研 修  １  

専 攻 共 通 科 目 

生 物 学 演 習 Ⅰ １   

生 物 学 演 習 Ⅱ １   

生 物 学 演 習 Ⅲ １   

生 物 学 演 習 Ⅳ １   

生 物 学 特 別 研 究 Ⅰ ４   

生 物 学 特 別 研 究 Ⅱ ４   

生 物 学 特 別 研 究 Ⅲ ４   

生 物 学 特 別 研 究 Ⅳ ４   

専 攻 基 礎 科 目 
生 命 科 学 研 究 法  ２  

実 験 生 態 学 研 究 法  ２  

専 攻 専 門 科 目 

保 全 生 態 学 Ⅰ  ２  

保 全 生 態 学 Ⅱ  ２  

人 間 生 物 学  ２  

分 子 医 学 Ａ  ２  

分 子 医 学 Ｂ  ２  

遺 伝 ・ 系 統 進 化 学  ２  

遺伝・系統進化学特論  ２  

機 能 生 物 学  ２  

分 子 生 理 学  ２  

機 能 生 物 学 特 論  ２  

環 境 科 学 特 論  ２  

生 物 学 特 別 講 義 Ⅰ  ２  

生 物 学 特 別 講 義 Ⅱ  ２  

資 格 専 門 科 目 
学校カウンセリング特別講義  ２  

中 等 教 育 実 習  １  

合  計 20 42  
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４）生物学専攻博士後期課程 

部 門 授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 

専 攻 共 通 科 目 

生 物 学 演 習 Ⅴ １   

生 物 学 演 習 Ⅵ １   

生 物 学 演 習 Ⅶ １   

生 物 学 演 習 Ⅷ １   

生 物 学 演 習 Ⅸ １   

生 物 学 演 習 Ⅹ １   

生 物 学 特 別 研 究 Ⅴ ４   

生 物 学 特 別 研 究 Ⅵ ４   

生 物 学 特 別 研 究 Ⅶ ４   

生 物 学 特 別 研 究 Ⅷ ４   

生 物 学 特 別 研 究 Ⅸ ４   

生 物 学 特 別 研 究 Ⅹ ４   

合  計 30   
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５）物理学専攻博士前期課程 

部 門 授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 

研究科共通科目 

生 命 ・ 科 学 倫 理  ２  

科 学 技 術 と 社 会  ２  

企 業 講 座  ２  

科 学 英 語 特 論 Ⅰ  １  

科 学 英 語 特 論 Ⅱ  １  

企 業 研 修  １  

専 攻 共 通 科 目 

物 理 学 演 習 Ⅰ １   

物 理 学 演 習 Ⅱ １   

物 理 学 演 習 Ⅲ １   

物 理 学 演 習 Ⅳ １   

物 理 学 特 別 研 究 Ⅰ ４   

物 理 学 特 別 研 究 Ⅱ ４   

物 理 学 特 別 研 究 Ⅲ ４   

物 理 学 特 別 研 究 Ⅳ ４   

専 攻 基 礎 科 目 

基 礎 物 理 学  ２  

物 性 物 理 学  ２  

応 用 物 理 学  ２  

専 攻 専 門 科 目 

基 礎 物 理 学 特 論 Ⅰ  ２  

物 性 物 理 学 特 論 Ⅰ  ２  

物 性 物 理 学 特 論 Ⅱ  ２  

物 性 物 理 学 特 論 Ⅲ  ２  

応 用 物 理 学 特 論 Ⅰ  ２  

応 用 物 理 学 特 論 Ⅱ  ２  

応 用 物 理 学 特 論 Ⅲ  ２  

物 理 学 特 別 講 義 Ⅰ  ２  

物 理 学 特 別 講 義 Ⅱ  ２  

物 理 学 特 別 講 義 Ⅲ  ２  

資 格 専 門 科 目 
学校カウンセリング特別講義  ２  

中 等 教 育 実 習  １  

合  計 20 38  
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６）物理学専攻博士後期課程 

部 門 授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 

専 攻 共 通 科 目 

物 理 学 演 習 Ⅴ １   

物 理 学 演 習 Ⅵ １   

物 理 学 演 習 Ⅶ １   

物 理 学 演 習 Ⅷ １   

物 理 学 演 習 Ⅸ １   

物 理 学 演 習 Ⅹ １   

物 理 学 特 別 研 究 Ⅴ ４   

物 理 学 特 別 研 究 Ⅵ ４   

物 理 学 特 別 研 究 Ⅶ ４   

物 理 学 特 別 研 究 Ⅷ ４   

物 理 学 特 別 研 究 Ⅸ ４   

物 理 学 特 別 研 究 Ⅹ ４   

合  計 30   
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７）生物分子科学専攻博士前期課程 

部 門 授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 

研究科共通科目 

生 命 ・ 科 学 倫 理  ２  

科 学 技 術 と 社 会  ２  

企 業 講 座  ２  

科 学 英 語 特 論 Ⅰ  １  

科 学 英 語 特 論 Ⅱ  １  

企 業 研 修  １  

専 攻 共 通 科 目 

生 物 分 子科 学 演習 Ⅰ １   

生 物 分 子科 学 演習 Ⅱ １   

生 物 分 子科 学 演習 Ⅲ １   

生 物 分 子科 学 演習 Ⅳ １   

生物分子科学特別研究Ⅰ ４   

生物分子科学特別研究Ⅱ ４   

生物分子科学特別研究Ⅲ ４   

生物分子科学特別研究Ⅳ ４   

専 攻 基 礎 科 目 
生 命 科 学 研 究 法  ２  

分 子 構 造 論  ２  

専 攻 専 門 科 目 

分 子 化 学  ２  

分 子 生 理 学  ２  

機 能 生 物 学  ２  

機 能 生 物 学 特 論  ２  

分 子 生 物 学 Ａ  ２  

分 子 生 物 学 Ｂ  ２  

分 子 医 学 Ａ  ２  

分 子 医 学 Ｂ  ２  

人 間 生 物 学  ２  

有 機 化 学 Ⅰ  ２  

有 機 化 学 Ⅱ  ２  

生物分子科学特別講義Ⅰ  ２  

生物分子科学特別講義Ⅱ  ２  

資 格 専 門 科 目 
学校カウンセリング特別講義  ２  

中 等 教 育 実 習  １  

合  計 20 42  
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８）生物分子科学専攻博士後期課程 

部 門 授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 

専 攻 共 通 科 目 

生物分子科学演習Ⅴ １   

生物分子科学演習Ⅵ １   

生物分子科学演習Ⅶ １   

生物分子科学演習Ⅷ １   

生物分子科学演習Ⅸ １   

生物分子科学演習Ⅹ １   

生物分子科学特別研究Ⅴ ４   

生物分子科学特別研究Ⅵ ４   

生物分子科学特別研究Ⅶ ４   

生物分子科学特別研究Ⅷ ４   

生物分子科学特別研究Ⅸ ４   

生物分子科学特別研究Ⅹ ４   

合  計 30   
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９）情報科学専攻博士前期課程 

部 門 授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 

研究科共通科目 

生 命 ・ 科 学 倫 理  ２  

科 学 技 術 と 社 会  ２  

企 業 講 座  ２  

科 学 英 語 特 論 Ⅰ  １  

科 学 英 語 特 論 Ⅱ  １  

企 業 研 修  １  

専 攻 共 通 科 目 

情 報 科 学 演 習 Ⅰ １   

情 報 科 学 演 習 Ⅱ １   

情 報 科 学 演 習 Ⅲ １   

情 報 科 学 演 習 Ⅳ １   

情 報 科 学特 別 研究 Ⅰ ４   

情 報 科 学特 別 研究 Ⅱ ４   

情 報 科 学特 別 研究 Ⅲ ４   

情 報 科 学特 別 研究 Ⅳ ４   

専 攻 基 礎 科 目 

情 報 数 学 基 礎 論 Ⅰ  ２  

情 報 数 学 基 礎 論 Ⅱ  ２  

数 理 科 学 基 礎 論 Ⅰ  ２  

数 理 科 学 基 礎 論 Ⅱ  ２  

メディア科学基礎論Ⅰ  ２  

メディア科学基礎論Ⅱ  ２  

コンピュータ科学基礎論Ⅰ  ２  

コンピュータ科学基礎論Ⅱ  ２  

専 攻 専 門 科 目 

金 融 工 学 特 論  ２  

確 率 ・ 統 計 学 特 論  ２  

応 用 線 型 代 数 特 論  ２  

代 数 ・ 幾 何 特 論  ２  

離 散 数 学 特 論  ２  

力 学 系 理 論 特 論  ２  

応 用 解 析 学 特 論  ２  

バイオインフォマティクス特論  ２  

画 像 生 成 学  ２  

ネットワーク科学特論  ２  

信 号 処 理 特 論  ２  

 

 



35 

 

部 門 授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 

専 攻 専 門 科 目 

医 療 情 報 特 論  ２  

コンピュータグラフィックス特論  ２  

システムセキュリティ特論  ２  

音 声 処 理 特 論  ２  

視 覚 情 報 処 理  ２  

情報科学特別講義Ⅰ  ２  

情報科学特別講義Ⅱ  ２  

資 格 専 門 科 目 
学校カウンセリング特別講義  ２  

中 等 教 育 実 習  １  

合  計 20 64  
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10）情報科学専攻博士後期課程 

部 門 授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 

専 攻 共 通 科 目 

情 報 科 学 演 習 Ⅴ １   

情 報 科 学 演 習 Ⅵ １   

情 報 科 学 演 習 Ⅶ １   

情 報 科 学 演 習 Ⅷ １   

情 報 科 学 演 習 Ⅸ １   

情 報 科 学 演 習 Ⅹ １   

情報科学特別研究Ⅴ ４   

情報科学特別研究Ⅵ ４   

情報科学特別研究Ⅶ ４   

情報科学特別研究Ⅷ ４   

情報科学特別研究Ⅸ ４   

情報科学特別研究Ⅹ ４   

合  計 30   
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11）環境科学専攻博士前期課程 

部 門 授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 

研究科共通科目 

生 命 ・ 科 学 倫 理  ２  

科 学 技 術 と 社 会  ２  

企 業 講 座  ２  

科 学 英 語 特 論 Ⅰ  １  

科 学 英 語 特 論 Ⅱ  １  

企 業 研 修  １  

専 攻 共 通 科 目 

環 境 科 学 演 習 Ⅰ １   

環 境 科 学 演 習 Ⅱ １   

環 境 科 学 演 習 Ⅲ １   

環 境 科 学 演 習 Ⅳ １   

環 境 科 学特 別 研究 Ⅰ ４   

環 境 科 学特 別 研究 Ⅱ ４   

環 境 科 学特 別 研究 Ⅲ ４   

環 境 科 学特 別 研究 Ⅳ ４   

専 攻 基 礎 科 目 
環 境 科 学 調 査 法  １  

環 境 科 学 計 測 法  １  

専 攻 専 門 科 目 

地 球 科 学 特 論 Ⅰ  ２  

地 球 科 学 特 論 Ⅱ  ２  

環 境 化 学 特 論 Ⅰ  ２  

環 境 化 学 特 論 Ⅱ  ２  

環 境 生 態 学 特 論 Ⅰ  ２  

環 境 生 態 学 特 論 Ⅱ  ２  

環境管理創成科学特論Ⅰ  ２  

環境管理創成科学特論Ⅱ  ２  

保 全 生 態 学  ２  

地 球 化 学  ２  

環 境 科 学特 別 講義 Ⅰ  ２  

環 境 科 学特 別 講義 Ⅱ  ２  

資 格 専 門 科 目 
学校カウンセリング特別講義  ２  

中 等 教 育 実 習  １  

合  計 20 38  
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12）環境科学専攻博士後期課程 

部 門 授業科目 
単位数 

備 考 
必修 選択 

専 攻 共 通 科 目 

環 境 科 学 演 習 Ⅴ １   

環 境 科 学 演 習 Ⅵ １   

環 境 科 学 演 習 Ⅶ １   

環 境 科 学 演 習 Ⅷ １   

環 境 科 学 演 習 Ⅸ １   

環 境 科 学 演 習 Ⅹ １   

環境科学特別研究Ⅴ ４   

環境科学特別研究Ⅵ ４   

環境科学特別研究Ⅶ ４   

環境科学特別研究Ⅷ ４   

環境科学特別研究Ⅸ ４   

環境科学特別研究Ⅹ ４   

合  計 30   
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（４）看護学研究科 

１）看護学専攻博士前期課程 

【令和 5年度以降入学者対象授業科目】 

分野 授業科目 
授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

研 

究 

看 護 研 究 法 講義 ２   

看 護 学 特 別 研 究 実習 ６   

高 度 実 践 看 護 実 習 実習  10  

助 産 学 課 題 実 習 実習  ６  

公衆衛生看護学課題研究 実習  ６  

専
門
科
目 

基
礎
看
護
学
野 

基 礎 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

基 礎 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

基 礎 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

基 礎 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

性
・
生
殖
看
護
分
野 

性・生殖看護学特論Ⅰ 講義  ２  

性・生殖看護学特論Ⅱ 講義  ２  

性・生殖看護学演習Ⅰ 演習  ２  

性・生殖看護学演習Ⅱ 演習  ２  

実 践 助 産 学 特 論 講義  ２  

実 践 助 産 学 演 習 演習  ２  

助 産 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅲ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅳ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅴ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅵ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅶ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅷ 

助 産 学 演 習 Ⅰ 

講義 

演習 

 ２ 

２ 
 

助 産 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

助 産 学 実 習 Ⅰ 実習  ２  

助 産 学 実 習 Ⅱ 実習  ６  

助 産 学 実 習 Ⅲ 実習  ２  

助 産 学 実 習 Ⅳ 実習  ２  

臨
床
看
護
分
野 

臨 床 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

臨 床 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

臨 床 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

臨 床 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  
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領域 分野 授業科目 
授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

専
門
科
目 

が
ん
看
護
分
野 

が ん 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

が ん 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

が ん 看 護 学 特 論 Ⅲ 講義  ２  

が ん 看 護 学 特 論 Ⅳ 講義  ２  

が ん 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

が ん 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

が ん 看 護 学 演 習 Ⅲ 演習  ２  

慢
性
看
護
分
野 

慢 性 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

慢 性 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

慢 性 看 護 学 特 論 Ⅲ 講義  ２  

慢 性 看 護 学 特 論 Ⅳ 講義  ２  

慢 性 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

慢 性 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

慢 性 看 護 学 演 習 Ⅲ 演習  ２  

ク
リ
テ
□
カ
ル
ケ
ア
看
護
分
野 

クリティカルケア看護学特論Ⅰ 講義  ２  

クリティカルケア看護学特論Ⅱ 講義  ２  

クリティカルケア看護学特論Ⅲ 講義  ２  

クリティカルケア看護学演習Ⅰ 演習  ２  

クリティカルケア看護学演習Ⅱ 演習  ２  

クリティカルケア看護学演習Ⅲ 演習  ２  

クリティカルケア看護学演習Ⅳ 演習  ２  

高
齢
者
看
護
分
野 

高 齢 者 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

高 齢 者 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

高 齢 者 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

高 齢 者 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

小
児
看
護
分
野 

小 児 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

小 児 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

小 児 看 護 学 特 論 Ⅲ 講義  ２  

小 児 看 護 学 特 論 Ⅳ 講義  ２  

小 児 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

小 児 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

小 児 看 護 学 演 習 Ⅲ 演習  ２  
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領域 分野 授業科目 
授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

専
門
科
目 

精
神
看
護
分
野 

精 神 看 護 学 特 論 Ⅰ 

精 神 看 護 学 特 論 Ⅱ 

精 神 看 護 学 演 習 Ⅰ 

精 神 看 護 学 演 習 Ⅱ 

講義 

講義 

演習 

演習 

 

 

 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

 

 

公
衆
衛
生
看
護
分
野 

公衆衛生看護学特論Ⅰ 講義  ２  

公衆衛生看護学特論Ⅱ 講義  ２  

公衆衛生看護学演習Ⅰ 演習  ２  

公衆衛生看護学演習Ⅱ 

健 康 政 策 特 論 

保健医療福祉システム特論 

保健医療福祉システム演習 

疫 学 特 論 

公 衆 衛 生 看 護 学 原 論 

公衆衛生看護活動展開論Ⅰ 

公衆衛生看護活動展開論Ⅱ 

公衆衛生看護活動展開論Ⅲ 

地 域 健 康 危 機 管 理 特論 

地 域 健 康 危 機 管 理 演習 

継 続 事 例 支 援 演 習 

公 衆 衛 生 看 護 管 理 特論 

産業保健・学校保健特論 

地区管理・組織支援演習 

地域診断・ケアシステム特論 

公 衆 衛 生 看 護 学 実 習Ⅰ 

公 衆 衛 生 看 護 学 実 習Ⅱ 

公 衆 衛 生 看 護 学 実 習Ⅲ 

演習 

講義 

講義 

演習 

講義 

講義 

講義 

講義 

講義 

講義 

演習 

演習 

講義 

講義 

演習 

講義 

実習 

実習 

実習 

 ２ 

１ 

２ 

１ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

１ 

１ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

国
際
保
健
分
野 

国 際 保 健 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

国 際 保 健 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

国 際 保 健 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

国 際 保 健 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

在
宅
看
護
分
野 

在 宅 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

在 宅 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

在 宅 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

在 宅 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  
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領域 分野 授業科目 
授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

専
門
科
目 

感
染
制
御
看
護
分
野 

感染制御看護学特論Ⅰ 講義  ２  

感染制御看護学特論Ⅱ 講義  ２  

感染制御看護学特論Ⅲ 講義  ２  

感染制御看護学特論Ⅳ 講義  ２  

感染制御看護学演習Ⅰ 演習  ２  

感染制御看護学演習Ⅱ 演習  ２  

感染制御看護学演習Ⅲ 演習  ２  

感
染
制
御
分
野 

感 染 制 御 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

感 染 制 御 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

感 染 制 御 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

感 染 制 御 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

共
通
科
目 

看 護 理 論 講義  ２  

看 護 倫 理 講義  ２  

看 護 教 育 論 講義  ２  

看 護 管 理 講義  ２  

疾 病 学 特 論 講義  ２  

看 護 英 語 論 文 通 読 講義  ２  

医 療 言 語 論 講義  ２  

心 理 学 研 究 特 論 講義  ２  

社 会 学 研 究 特 論 講義  ２  

生 殖 医 学 特 論 講義  ２  

性 科 学 特 論 講義  ２  

看護コンサルテーション論 講義  ２  

看 護 政 策 特 論 講義  ２  

看護フィジカルアセスメント論 演習  ２  

臨 床 病 態 生 理 学 特 論 講義  ２  

臨 床 薬 理 学 特 論 講義  ２  

共 生 社 会 と 医 療 講義  ２  

多職種連携・協働演習 演習  ２  

看 護 専 門 職 連 携 演 習 演習  ２  

看 護 医 療 経 済 学 講義  ２  

保 健 統 計 特 論 講義  ２  

合  計  ８ 274  
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１ 研究 看護学特別研究を高度実践看護実習、助産学課題実習、公衆衛生看護学課題研

究に代えることができる。 

２ 専門科目については、希望する専門分野から特論４単位、演習４単位の合計８単位を

選択する。 

３ 修了所要単位 

   研究から８単位、専門科目から 12単位以上、共通科目から 10 単位以上 

   合計 30 単位以上修得 

４ 性・生殖看護分野（助産師国家試験受験資格取得希望者）の修了所要単位数 

性・生殖看護学特論Ⅰ・Ⅱ、性・生殖看護学演習Ⅰ・Ⅱ、実践助産学特論、実践助

産学演習、助産学特論Ⅰ～Ⅷ、演習Ⅰ・Ⅱ、実習Ⅰ～Ⅳの 44 単位、研究から８単

位、共通科目から 10 単位以上 

合計 62 単位以上修得 

 ５ 公衆衛生看護分野（保健師国家試験受験資格取得希望者）の修了所要単位数 

公衆衛生看護学特論Ⅰ・Ⅱ、公衆衛生看護学演習Ⅰ・Ⅱ、健康政策特論、保健医療

福祉システム特論、保健医療福祉システム演習、疫学特論、公衆衛生看護学原論、

公衆衛生看護活動展開論Ⅰ～Ⅲ、地域健康危機管理特論、地域健康危機管理演習、

継続事例支援演習、公衆衛生看護管理特論、産業保健・学校保健特論、地区管理・

組織支援演習、地域診断・ケアシステム特論、公衆衛生看護学実習Ⅰ～Ⅲ、専門科

目他分野から 4単位の合計 44 単位以上、研究から８単位、共通科目から 10 単位以

上 

合計 62 単位以上修得 
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【令和 4年度入学者対象授業科目】 

分野 授業科目 
授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

研 

究 

看 護 研 究 法 講義 ２   

看 護 学 特 別 研 究 実習 ６   

高 度 看 護 実 践 実 習 実習  10  

助 産 学 課 題 実 習 実習  ６  

専
門
科
目 

基
礎
看
護
学
野 

基 礎 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

基 礎 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

基 礎 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

基 礎 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

性
・
生
殖
看
護
分
野 

性・生殖看護学特論Ⅰ 講義  ２  

性・生殖看護学特論Ⅱ 講義  ２  

性・生殖看護学演習Ⅰ 演習  ２  

性・生殖看護学演習Ⅱ 演習  ２  

実 践 助 産 学 特 論 講義  ２  

実 践 助 産 学 演 習 演習  ２  

助 産 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅲ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅳ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅴ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅵ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅶ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅷ 講義  ２  

助 産 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

助 産 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

助 産 学 実 習 Ⅰ 実習  ２  

助 産 学 実 習 Ⅱ 実習  ６  

助 産 学 実 習 Ⅲ 実習  ２  

助 産 学 実 習 Ⅳ 実習  ２  

臨
床
看
護
分
野 

臨 床 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

臨 床 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

臨 床 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

臨 床 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  
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領域 分野 授業科目 
授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

専
門
科
目 

が
ん
看
護
分
野 

が ん 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

が ん 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

が ん 看 護 学 特 論 Ⅲ 講義  ２  

が ん 看 護 学 特 論 Ⅳ 講義  ２  

が ん 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

が ん 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

が ん 看 護 学 演 習 Ⅲ 演習  ２  

慢
性
看
護
分
野 

慢 性 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

慢 性 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

慢 性 看 護 学 特 論 Ⅲ 講義  ２  

慢 性 看 護 学 特 論 Ⅳ 講義  ２  

慢 性 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

慢 性 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

慢 性 看 護 学 演 習 Ⅲ 演習  ２  

ク
リ
テ
□
カ
ル
ケ
ア
看
護
分
野 

クリティカルケア看護学特論Ⅰ 講義  ２  

クリティカルケア看護学特論Ⅱ 講義  ２  

クリティカルケア看護学特論Ⅲ 講義  ２  

クリティカルケア看護学演習Ⅰ 演習  ２  

クリティカルケア看護学演習Ⅱ 演習  ２  

クリティカルケア看護学演習Ⅲ 演習  ２  

クリティカルケア看護学演習Ⅳ 演習  ２  

高
齢
者
看
護
分
野 

高 齢 者 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

高 齢 者 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

高 齢 者 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

高 齢 者 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

小
児
看
護
分
野 

小 児 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

小 児 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

小 児 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

小 児 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

精
神
看
護
分
野 

精 神 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

精 神 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

精 神 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

精 神 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  
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領域 分野 授業科目 
授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

専
門
科
目 

公
衆
衛
生 

看
護
分
野 

公衆衛生看護学特論Ⅰ 講義  ２  

公衆衛生看護学特論Ⅱ 講義  ２  

公衆衛生看護学演習Ⅰ 演習  ２  

公衆衛生看護学演習Ⅱ 演習  ２  

国
際
保
健
分
野 

国 際 保 健 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

国 際 保 健 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

国 際 保 健 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

国 際 保 健 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

在
宅
看
護
分
野 

在 宅 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

在 宅 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

在 宅 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

在 宅 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

感
染
制
御
看
護
分
野 

感染制御看護学特論Ⅰ 講義  ２  

感染制御看護学特論Ⅱ 講義  ２  

感染制御看護学特論Ⅲ 講義  ２  

感染制御看護学特論Ⅳ 講義  ２  

感染制御看護学演習Ⅰ 演習  ２  

感染制御看護学演習Ⅱ 演習  ２  

感染制御看護学演習Ⅲ 演習  ２  

感
染
制
御
分
野 

感 染 制 御 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

感 染 制 御 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

感 染 制 御 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

感 染 制 御 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

共
通
科
目 

看 護 理 論 講義  ２  

看 護 倫 理 講義  ２  

看 護 教 育 論 講義  ２  

看 護 管 理 講義  ２  

疾 病 学 特 論 講義  ２  

看 護 英 語 論 文 通 読 講義  ２  

医 療 言 語 論 講義  ２  

心 理 学 研 究 特 論 講義  ２  

社 会 学 研 究 特 論 講義  ２  

生 殖 医 学 特 論 講義  ２  
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領域 分野 授業科目 
授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

共
通
科
目 

性 科 学 特 論 講義  ２  

看護コンサルテーション論 講義  ２  

看 護 政 策 特 論 講義  ２  

看護フィジカルアセスメント論 演習  ２  

臨 床 病 態 生 理 学 特 論 講義  ２  

臨 床 薬 理 学 特 論 講義  ２  

共 生 社 会 と 医 療 講義  ２  

多職種連携・協働演習 演習  ２  

看 護 専 門 職 連 携 演 習 演習  ２  

合  計  ８ 226  

 

１ 研究 看護学特別研究を高度看護実践実習、助産学課題実習に代えることができる。 

２ 専門科目については、希望する専門分野から特論４単位、演習４単位の合計８単位を

選択する。 

３ 修了所要単位 

   研究から８単位、専門科目から 12単位以上、共通科目から 10 単位以上 

   合計 30 単位以上修得 

４ 性・生殖看護分野（助産師国家試験受験資格取得希望者）の修了所要単位数 

性・生殖看護学特論Ⅰ・Ⅱ、性・生殖看護学演習Ⅰ・Ⅱ、実践助産学特論、実践助

産学演習、助産学特論Ⅰ～Ⅷ、演習Ⅰ・Ⅱ、実習Ⅰ～Ⅳの 44 単位、研究から８単

位、共通科目から 10 単位 

合計 62 単位修得 
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【令和 2年度から 3 年度までの入学者対象授業科目】 

領域 分野 授業科目 
授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

研 

究 

看 護 研 究 法 講義 ２   

看 護 学 特 別 研 究 実習 ６   

高 度 看 護 実 践 実 習 実習  10  

助 産 学 課 題 実 習 実習  ６  

専
門
科
目 

基
礎
看
護
学
野 

基 礎 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

基 礎 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

基 礎 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

基 礎 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

性
・
生
殖
看
護
分
野 

性・生殖看護学特論Ⅰ 講義  ２  

性・生殖看護学特論Ⅱ 講義  ２  

性・生殖看護学演習Ⅰ 演習  ２  

性・生殖看護学演習Ⅱ 演習  ２  

実 践 助 産 学 特 論 講義  ２  

実 践 助 産 学 演 習 演習  ２  

助 産 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅲ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅳ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅴ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅵ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅶ 講義  ２  

助 産 学 特 論 Ⅷ 講義  ２  

助 産 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

助 産 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

助 産 学 実 習 Ⅰ 実習  ２  

助 産 学 実 習 Ⅱ 実習  ６  

助 産 学 実 習 Ⅲ 実習  ２  

助 産 学 実 習 Ⅳ 実習  ２  

臨
床
看
護
分
野 

臨 床 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

臨 床 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

臨 床 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

臨 床 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  
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領域 分野 授業科目 
授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

専
門
科
目 

が
ん
看
護
分
野 

が ん 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

が ん 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

が ん 看 護 学 特 論 Ⅲ 講義  ２  

が ん 看 護 学 特 論 Ⅳ 講義  ２  

が ん 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

が ん 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

が ん 看 護 学 演 習 Ⅲ 演習  ２  

慢
性
看
護
分
野 

慢 性 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

慢 性 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

慢 性 看 護 学 特 論 Ⅲ 講義  ２  

慢 性 看 護 学 特 論 Ⅳ 講義  ２  

慢 性 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

慢 性 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

慢 性 看 護 学 演 習 Ⅲ 演習  ２  

ク
リ
テ
□
カ
ル
ケ
ア
看
護
分
野 

クリティカルケア看護学特論Ⅰ 講義  ２  

クリティカルケア看護学特論Ⅱ 講義  ２  

クリティカルケア看護学特論Ⅲ 講義  ２  

クリティカルケア看護学演習Ⅰ 演習  ２  

クリティカルケア看護学演習Ⅱ 演習  ２  

クリティカルケア看護学演習Ⅲ 演習  ２  

クリティカルケア看護学演習Ⅳ 演習  ２  

高
齢
者
看
護
分
野 

高 齢 者 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

高 齢 者 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

高 齢 者 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

高 齢 者 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

小
児
看
護
分
野 

小 児 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

小 児 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

小 児 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

小 児 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

精
神
看
護
分
野 

精 神 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

精 神 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

精 神 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

精 神 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  
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領域 分野 授業科目 
授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

専
門
科
目 

公
衆
衛
生 

看
護
分
野 

公衆衛生看護学特論Ⅰ 講義  ２  

公衆衛生看護学特論Ⅱ 講義  ２  

公衆衛生看護学演習Ⅰ 演習  ２  

公衆衛生看護学演習Ⅱ 演習  ２  

国
際
保
健
分
野 

国 際 保 健 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

国 際 保 健 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

国 際 保 健 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

国 際 保 健 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

在
宅
看
護
分
野 

在 宅 看 護 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

在 宅 看 護 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

在 宅 看 護 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

在 宅 看 護 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

感
染
制
御
看
護
分
野 

感染制御看護学特論Ⅰ 講義  ２  

感染制御看護学特論Ⅱ 講義  ２  

感染制御看護学特論Ⅲ 講義  ２  

感染制御看護学特論Ⅳ 講義  ２  

感染制御看護学演習Ⅰ 演習  ２  

感染制御看護学演習Ⅱ 演習  ２  

感染制御看護学演習Ⅲ 演習  ２  

感
染
制
御
分
野 

感 染 制 御 学 特 論 Ⅰ 講義  ２  

感 染 制 御 学 特 論 Ⅱ 講義  ２  

感 染 制 御 学 演 習 Ⅰ 演習  ２  

感 染 制 御 学 演 習 Ⅱ 演習  ２  

共
通
科
目 

看 護 理 論 講義  ２  

看 護 倫 理 講義  ２  

看 護 教 育 論 講義  ２  

看 護 管 理 講義  ２  

疾 病 学 特 論 講義  ２  

看 護 英 語 論 文 通 読 講義  ２  

医 療 言 語 論 講義  ２  

心 理 学 研 究 特 論 講義  ２  

社 会 学 研 究 特 論 講義  ２  

生 殖 医 学 特 論 講義  ２  
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領域 分野 授業科目 
授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

共
通
科
目 

性 科 学 特 論 講義  ２  

看護コンサルテーション論 講義  ２  

看 護 政 策 特 論 講義  ２  

看護フィジカルアセスメント論 演習  ２  

臨 床 病 態 生 理 学 特 論 講義  ２  

臨 床 薬 理 学 特 論 講義  ２  

共 生 社 会 と 医 療 講義  ２  

多職種連携・協働演習 演習  ２  

看 護 専 門 職 連 携 演 習 演習  ２  

合  計  ８ 226  

 

１ 研究 看護学特別研究を高度看護実践実習、助産学課題実習に代えることができる。 

２ 専門科目については、希望する専門分野から特論４単位、演習４単位の合計８単位を

選択する。 

３ 修了所要単位 

   研究から８単位、専門科目から 12単位以上、共通科目から 10 単位以上 

   合計 30 単位以上修得 

４ 性・生殖看護分野（助産師国家試験受験資格取得希望者）の修了所要単位数 

性・生殖看護学特論Ⅰ・Ⅱ、実践助産学特論から４単位、性・生殖看護学演習Ⅰ・

Ⅱ、実践助産学演習から４単位、助産学特論Ⅰ～Ⅷ、演習Ⅰ・Ⅱ、実習Ⅰ～Ⅳの 40

単位、研究から８単位、共通科目から 10単位 

合計 58 単位修得 
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２）看護学専攻博士後期課程 

領域 分野 授業科目 
授業科目 

区  分 

単位数 
備 考 

必修 選択 

共通科目 
看 護 学 特 別 研 究 研究 ８   

看 護 学 研 究 法 特 講 講義 ２  

専
門
科
目 

基
盤
・
実
践
看
護
学
分
野 

基 礎 看 護 学 特 講 講義  ２  

基 礎 看 護 学 演 習 演習  ２  

感 染 制 御 学 特 講 講義  ２  

感 染 制 御 学 演 習 演習  ２  

感 染 制 御 看 護 学 特 講 講義  ２  

感 染 制 御 看 護 学 演 習 演習  ２  

が ん 看 護 学 特 講 講義  ２  

が ん 看 護 学 演 習 演習  ２  

臨 床 看 護 学 特 講 講義  ２  

臨 床 看 護 学 演 習 演習  ２  

高 齢 者 看 護 学 特 講 講義  ２  

高 齢 者 看 護 学 演 習 演習  ２  

母 子 保 健 学 特 講 講義  ２  

母 子 保 健 学 演 習 演習  ２  

小 児 看 護 学 特 講 講義  ２  

小 児 看 護 学 演 習 演習  ２  

国
際
・
広
域
看
護
学
分
野 

国 際 保 健 学 特 講 講義  ２  

国 際 保 健 学 演 習 演習  ２  

精 神 看 護 学 特 講 講義  ２  

精 神 看 護 学 演 習 演習  ２  

在 宅 看 護 学 特 講 講義  ２  

在 宅 看 護 学 演 習 演習  ２  

公 衆 衛 生 看 護 学 特 講 講義  ２  

公 衆 衛 生 看 護 学 演 習 演習  ２  

支 持 科 目 

看 護 理 論 講義  ２  

医 療 言 語 論 特 講 講義  ２  

疾 病 論 特 講 講義  ２  

合  計  10 54  

 

１ 修了所要単位 

   共通科目から 10単位、専門科目から特講２単位、演習２単位、支持科目または他

領域の特講から２単位 

合計 16 単位以上修得 

  



53 

 

別表第４ 各研究科の授業料等の学費 

（単位 円） 

課程 入学金 
授業料 施設設備費 

春学期 秋学期 春学期 秋学期 

医学研究科 

修士課程 
100,000 500,000 100,000 

医学研究科 

博士課程 
100,000 500,000 100,000 

薬学研究科 

修士課程 
200,000 225,000 225,000 

150,000 

（入学手続き時のみ） 

薬学研究科 

博士課程 
200,000 225,000 225,000 

150,000 

（入学手続き時のみ） 

理学研究科 

博士前期課程 
100,000 250,000 250,000 

100,000 

（入学手続き時のみ） 

理学研究科 

博士後期課程 
100,000 250,000 250,000 

100,000 

（入学手続き時のみ） 

看護学研究科 

博士前期課程 
100,000 350,000 350,000 50,000 50,000 

看護学研究科 

博士後期課程 
300,000 200,000 200,000 50,000 50,000 

備考 

１ 医学研究科博士課程にあっては、本学医学部医学科ならびに本学医学研究科修士課程医

科学専攻出身者は入学金を免除する。 

２ 薬学研究科修士課程にあっては、本学薬学部出身者は施設設備費を免除する。 

３ 薬学研究科博士課程にあっては、本学薬学研究科修士課程出身者は入学金及び施設設備

費を免除し、本学薬学部出身者は施設設備費を免除する。また、本学６年制薬学部出身者

の授業料は、年額 225,000 円とする（社会人学生を除く）。ただし、４年を超える在学者で、

所定の単位を修得し、博士論文の審査並びに最終試験に合格していない者については、授

業料を 50,000 円（年額）に減額する。 

４ 理学研究科博士後期課程にあっては、本学理研究科博士前期課程出身者は入学金及び施

設設備料を免除する。ただし、３年を超える在学者で、修了所要単位を充足修得し、学位

申請のみ未提出の者については、授業料を 50,000 円（年額）に減額する。 

５ 看護学研究科博士前期課程及び博士後期課程の入学金について、（学）東邦大学設置校で

の教育修了者及び関連施設就業者は、全額免除とする。 

６ 看護学研究科博士前期課程のうちＣＮＳコース、実践助産学コース選択者については、

実習費 200,000 円（年額）を徴収する。 

７ 看護学研究科博士前期課程外国人留学生の授業料は 500,000 円（年額）とする。 

 

 

 


